
 

39 平

成

十

二

年

五

月

三

十

日

提

出 
質

問

第

三

九

号 

     

国
指
定
の
文
化
財
建
造
物
（
民
家
）
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

  

 

提

出

者 
 

穀 

田 

恵 

二 



 

一 

国
指
定
の
文
化
財
建
造
物
（
民
家
）
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

現
在
、
全
国
の
国
指
定
文
化
財
建
造
物
の
う
ち
、
民
家
は
六
四
〇
棟
。
そ
の
う
ち
五
一
〇
棟
が
個
人
所
有
で
あ
り
、
そ
の
維 

持
管
理
は
、
所
有
者
に
と
っ
て
大
変
大
き
な
負
担
と
な
っ
て
い
る
。
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
民
家
の
多
く
は
木
造
で
あ 

 

り
、
屋
外
に
あ
る
た
め
絶
え
ず
風
雨
に
さ
ら
さ
れ
、
台
風
や
地
震
な
ど
の
影
響
を
直
接
受
け
て
い
る
。
ま
た
、
多
く
が
住
居
と 

し
て
利
用
さ
れ
、
か
つ
、
一
般
に
公
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
人
為
的
な
原
因
に
よ
る
損
耗
が
避
け
ら
れ
な
い
。
そ
の
上
、 

所
有
者
に
は
、
現
状
変
更
の
禁
止
・
制
限
や
公
開
が
望
ま
れ
て
い
る
な
ど
日
常
生
活
に
関
わ
る
多
く
の
負
担
と
制
限
が
課
せ
ら 

れ
て
い
る
。 

所
有
者
の
多
く
は
、
古
く
か
ら
受
け
継
が
れ
て
き
た
家
屋
に
対
す
る
愛
着
と
、
文
化
財
保
護
行
政
に
貢
献
す
る
と
い
う
誇
り 

と
使
命
感
を
も
っ
て
、
こ
れ
ら
の
文
化
財
を
将
来
に
伝
え
よ
う
と
並
々
な
ら
ぬ
努
力
を
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
個
人
の
能
力 

に
よ
る
維
持
管
理
は
限
界
に
き
て
お
り
、
所
有
者
の
努
力
に
こ
た
え
る
た
め
に
も
、
文
化
財
保
護
行
政
の
拡
充
が
緊
急
に
求
め 

ら
れ
て
い
る
。 

し
た
が
っ
て
、
以
下
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

一 

国
指
定
の
文
化
財
建
造
物
（
民
家
）
の
個
人
所
有
者
の
負
担
軽
減
に
つ
い
て 



 

二 

（
1
） 

大
規
模
保
存
修
理
事
業
に
お
け
る
個
人
所
有
者
の
負
担
は
、
大
変
重
い
も
の
が
あ
る
。
例
え
ば
、
京
都
の
二
条
陣

屋
を
解
体
修
理
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
総
額
で
約
三
億
円
、
そ
の
う
ち
約
二
〇
％
が
自
己
負
担
に
な
る
と
予
想
さ
れ 

る
た
め
、
所
有
者
の
負
担
は
約
六
〇
〇
〇
万
円
に
の
ぼ
る
見
込
み
で
あ
る
。
京
都
の
冷
泉
家
で
実
施
さ
れ
て
い
る
解 

体
修
理
工
事
の
事
業
費
は
、
阪
神
大
震
災
の
後
、
耐
震
補
強
工
事
が
付
加
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
五
億
五
〇
〇
〇
万 

円
の
当
初
見
込
み
を
大
き
く
上
回
っ
た
と
い
わ
れ
て
お
り
、
所
有
者
の
負
担
は
約
一
億
三
五
〇
〇
万
円
に
の
ぼ
る
見 

込
み
で
あ
る
。 

現
行
制
度
に
よ
る
国
の
補
助
率
は
二
分
の
一
を
基
本
と
し
て
お
り
、
所
有
者
の
負
担
能
力
及
び
修
理
工
事
期
間
に

応
じ
て
補
助
率
を
決
定
す
る
仕
組
み
と
し
て
お
り
、
上
限
は
八
五
％
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
補
助
率
は
大
き
い
よ
う

に
見
え
る
が
、
対
象
で
あ
る
文
化
財
が
入
手
困
難
な
資
材
と
高
度
な
技
術
と
技
能
を
必
要
と
す
る
工
法
を
利
用
し
て

い
る
た
め
費
用
が
か
さ
み
、
か
つ
、
規
模
も
大
き
な
も
の
が
多
い
こ
と
か
ら
、
所
有
者
の
負
担
は
大
変
重
く
な
る
。

こ
う
し
た
負
担
を
理
由
に
、
大
規
模
修
理
の
申
請
を
見
合
わ
す
例
も
出
て
い
る
。 

文
化
財
建
造
物
の
大
規
模
修
理
が
、
所
有
者
個
人
の
能
力
を
超
え
た
費
用
負
担
の
た
め
に
見
合
わ
さ
れ
て
い
る
事

態
は
一
刻
も
早
く
改
善
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
最
大
の
障
害
で
あ
る
費
用
負
担
の
大
き
さ
を
軽
減
す
る
た 



 

三 

め
、
大
規
模
保
存
修
理
補
助
金
予
算
を
大
幅
に
増
額
し
、
補
助
率
の
引
き
上
げ
を
行
う
べ
き
で
は
な
い
か
。 

（
2
） 

文
化
財
建
造
物
の
維
持
管
理
に
あ
た
っ
て
は
、
修
理
に
あ
た
っ
て
の
資
材
が
入
手
困
難
で
あ
る
こ
と
や
高
度
な
技

術
と
技
能
を
必
要
と
す
る
工
法
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
現
代
の
普
通
家
屋
と
は
異
な
り
、
費
用
が
割
高
に
な
ら
ざ
る
を 

得
な
い
。
さ
ら
に
、
庭
の
整
備
や
畳
替
え
、
個
別
の
損
耗
箇
所
の
修
理
が
日
常
的
に
必
要
と
な
る
。
個
人
所
有
者
に 

と
っ
て
、
大
規
模
保
存
修
理
の
み
な
ら
ず
、
小
規
模
修
理
へ
の
補
助
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
る 

に
、
現
在
、
一
〇
〇
万
円
以
下
の
小
額
補
助
金
を
打
ち
切
る
こ
と
が
検
討
さ
れ
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は 

事
実
か
。 

ま
た
、
畳
や
ふ
す
ま
の
補
助
単
価
は
、
一
九
七
九
（
昭
和
五
四
）
年
に
決
め
ら
れ
て
以
来
変
わ
っ
て
い
な
い
。
一

九
七
九
年
か
ら
一
九
九
九
年
ま
で
の
二
〇
年
間
で
、
畳
表
の
張
替
費
は
約
七
四
％
、
ふ
す
ま
の
張
替
費
は
約
七
六
％

値
上
が
り
し
て
い
る
（
総
務
庁
統
計
局
『
消
費
者
物
価
指
数
年
報
』
一
九
九
九
年
度
）
。
こ
の
も
と
で
補
助
単
価
が 

変
わ
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
実
質
的
補
助
金
の
切
り
下
げ
に
な
る
。
そ
の
上
、
一
九
九
八
年
度
か
ら
は
、
そ
れ
ま

で
四
三
〇
〇
万
円
で
あ
っ
た
補
助
金
の
総
額
が
、
四
一
〇
〇
万
円
に
減
額
さ
れ
て
い
る
。 

文
化
財
建
造
物
個
人
所
有
者
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
、
小
規
模
修
理
に
対
す
る
補
助
基
準
の
見
直
し
・
補
助
単 



 

四 

価
引
き
上
げ
と
、
総
額
の
大
幅
引
き
上
げ
を
行
う
べ
き
で
は
な
い
か
。 

（
3
） 

維
持
管
理
費
用
と
並
び
、
個
人
所
有
者
に
と
っ
て
、
相
続
税
及
び
相
続
登
記
時
の
登
録
免
許
税
の
負
担
が
大
変
重

く
な
っ
て
い
る
。 

現
在
、
相
続
税
の
軽
減
措
置
は
、
相
続
財
産
評
価
額
の
六
〇
％
を
控
除
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
六
〇
％ 

と
い
う
数
字
は
、
一
九
八
五
年
に
文
化
庁
と
国
税
庁
と
の
間
で
決
め
ら
れ
て
以
来
変
わ
っ
て
い
な
い
。
重
文
民
家
所

有
者
の
全
国
組
織
で
あ
る
「
全
国
重
文
民
家
の
集
い
」
も
、
二
三
年
に
わ
た
り
、
毎
年
相
続
税
の
減
免
を
要
望
し
つ

づ
け
て
い
る
。 

「
重
文
民
家
は
、
愛
着
の
思
い
で
見
守
る
家
族
と
共
に
あ
る
こ
と
が
最
も
望
ま
し
い
」
と
い
う
こ
と
は
、
文
化
財

保
護
関
係
者
す
べ
て
が
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
か
つ
て
は
次
善
の
策
と
さ
れ
た
地
方
公
共
団

体
等
へ
の
公
有
化
が
増
加
し
つ
つ
あ
る
。 

そ
こ
で
、
相
続
税
の
減
免
措
置
に
つ
い
て
、
現
行
の
六
〇
％
控
除
を
改
め
、
所
有
者
負
担
の
実
態
に
即
し
て
減
免

措
置
を
拡
大
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
相
続
登
記
時
の
登
録
免
許
税
の
軽
減
を
図
る
べ
き
で
は
な
い
か
。 

二 

檜
皮
葺
建
築
物
の
原
料
で
あ
る
檜
皮
及
び
原
皮
師
な
ど
伝
統
技
能
者
・
技
術
者
の
育
成
に
つ
い
て 



 

五 

檜
の
表
皮
を
使
っ
て
屋
根
を
葺
く
檜
皮
葺
の
建
築
物
は
、
一
二
〇
〇
年
の
歴
史
を
持
ち
、
国
指
定
の
文
化
財
で
七
一
二 

 
 

棟
、
指
定
外
を
含
め
れ
ば
二
〇
〇
〇
棟
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
（
『
文
化
庁
月
報
』
一
九
九
八
年
一
〇
月
）
。
文
化
財
保 

 
 

護
関
係
者
の
試
算
に
よ
れ
ば
、
指
定
文
化
財
だ
け
で
年
間
約
三
三
八
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
の
檜
皮
が
必
要
で
あ
り
、
未
指
定
文 

 

化
財
の
分
を
含
め
る
と
約
七
八
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、
檜
皮
の
供
給
量
は
年
間
約
一
七
四
〇 

 

平
方
メ
ー
ト
ル
と
試
算
さ
れ
て
お
り
、
必
要
と
さ
れ
る
量
の
二
割
強
に
す
ぎ
な
い
。
文
化
庁
も
、
二
〇
〇
〇
年
度
重
点
施
策 

 

で
、
「
特
に
原
材
料
の
不
足
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
檜
皮
葺
屋
根
の
葺
き
替
え
に
つ
い
て
は
、
資
材
確
保
の
方
策
も
含
め
重
点 

 

的
に
取
り
組
む
」
と
述
べ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
で
あ
る
。 

ま
た
、
檜
の
表
皮
の
採
取
者
で
あ
る
原
皮
師
の
高
齢
化
・
人
材
不
足
が
進
ん
で
お
り
、
昨
今
の
檜
皮
不
足
の
大
き
な
要
因 

 
 

と
な
っ
て
い
る
。 

（
1
） 

檜
皮
葺
建
造
物
の
維
持
・
管
理
に
必
要
と
さ
れ
る
檜
皮
は
、
年
間
約
七
八
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
と
い
わ
れ
て
お 

り
、
こ
れ
を
供
給
す
る
た
め
に
必
要
な
檜
林
の
採
取
面
積
は
、
約
三
三
四
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
と
試
算
さ
れ
て
い
る
。
全 

国
の
国
有
林
に
は
、
樹
齢
八
〇
年
以
上
の
檜
林
が
約
一
万
二
四
〇
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
あ
る
と
い
わ
れ
て
お
り
、
檜
皮
を 

確
保
す
る
た
め
に
、
こ
う
し
た
全
国
の
国
有
林
の
積
極
的
活
用
が
緊
急
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
政
府
は
、
一
九
九
八 



 

六 

年
、
日
本
共
産
党
の
寺
前
巖
議
員
へ
の
回
答
の
中
で
、
「
国
有
林
に
お
い
て
は
、
個
別
に
採
取
希
望
が
あ
る
ヒ
ノ
キ 

林
に
つ
い
て
、
国
有
林
の
管
理
経
営
上
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
文
化
財
保
護
に
も
資
す
る
こ
と
か 

ら
、
檜
皮
の
売
却
を
行
っ
て
ま
い
り
た
い
」
と
答
弁
し
て
お
り
、
そ
の
推
進
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
そ
の

後
の
個
別
採
取
希
望
の
あ
っ
た
檜
林
面
積
・
檜
皮
量
と
売
却
実
績
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
国
有
林
に
つ
い

て
檜
林
の
面
積
の
現
状
及
び
檜
林
と
し
て
活
用
可
能
な
面
積
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
把
握
し
て
い
る
の
か
。 

さ
ら
に
、
現
在
、
林
野
庁
で
、
近
畿
中
国
森
林
管
理
局
内
の
国
有
林
野
に
、
保
存
修
復
用
資
材
の
供
給
、
景
観
の

保
全
の
た
め
の
森
林
施
業
等
を
行
う
た
め
に
、
「
世
界
文
化
遺
産
貢
献
の
森
林
（
仮
称
）
」
を
今
年
度
中
に
設
定
す 

る
予
定
で
検
討
が
進
め
ら
れ
て 
い
る
と
い
う
が
、
今
後
の
檜
皮
の
具
体
的
供
給
計
画
・
目
標
を
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。 

（
2
） 

原
皮
師
の
仕
事
は
、
ロ
ー
プ
一
本
で
檜
の
大
木
に
登
り
、
甘
肌
と
呼
ば
れ
る
木
部
に
密
着
し
て
い
る
形
成
層
を
傷

つ
け
な
い
よ
う
に
細
心
の
注
意
を
払
い
な
が
ら
、
カ
ナ
メ
モ
チ
（
バ
ラ
科
の
常
緑
木
）
で
作
っ
た
手
製
の
ヘ
ラ
を
入 

れ
て
、
檜
皮
を
立
木
か
ら 

ぎ
取
る
と
い
う
重
労
働
で
あ
る
。
原
皮
師
は
、
現
在
全
国
で
九
名
し
か
お
ら
ず
、
平
均 

年
齢
も
六
〇
歳
代
と
高
齢
化
が
進
ん
で
お
り
、
後
継
者
の
養
成
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。 



 

七 

原
皮
師
育
成
の
制
度
と
し
て
は
、
（
社
団
法
人
）
全
国
社
寺
等
屋
根
工
事
技
術
保
存
会
の
行
っ
て
い
る
檜
皮
採
取 

研
修
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
一
九
九
九
年
度
か
ら
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
り
、
受
講
者
も
四
名
し
か
い
な
い
。
ま
た
、

同
保
存
会
で
は
、
檜
皮
葺
・
こ
け
ら
葺
の
研
修
も
行
っ
て
い
る
が
、
一
九
九
〇
年
度
以
降
、
受
講
者
が
常
に
四
名
に

と
ど
ま
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
研
修
へ
の
応
募
者
は
、
一
九
九
二
年
度
（
五
名
）
、
九
六
年
度
（
七
名)

、
二
〇 

〇
〇
年
度(

六
名)
と
受
講
者
数
（
各
年
度
と
も
四
名
の
み
）
を
上
回
っ
て
お
り
、
意
欲
が
あ
り
応
募
を
し
て
も
、 

研
修
が
受
け
ら
れ
な
い
と
い
う
状
況
が
あ
る
。
そ
の
原
因
に
つ
い
て
、
同
保
存
会
理
事
の
原
田
多
加
司
氏
は
、
「
予 

算
や
ス
ペ
ー
ス
の
関
係
で
年
四
～
五
人
が
精
一
杯
で
あ
る
」
（
『
文
化
庁
月
報
』
一
九
九
八
年
一
〇
月
号
）
と
述
べ 

て
い
る
。
保
存
会
に
対
す
る
国
庫
補
助
金
は
、
一
九
九
六
年
以
降
一
四
〇
〇
万
円
と
な
っ
て
い
る
が
、
う
ち
八
〇
〇

万
円
は
茅
の
研
修
・
確
保
に
対
す
る
補
助
で
あ
り
、
檜
皮
・
こ
け
ら
研
修
に
対
す
る
補
助
金
は
、
一
九
七
四
年
以
来

二
六
年
も
の
間
、
年
間
六
〇
〇
万
円
に
す
え
お
か
れ
て
い
る
。 

国
庫
補
助
を
拡
充
す
る
と
と
も
に
、
研
修
ス
ペ
ー
ス
を
拡
大
し
、
檜
皮
研
修
の
充
実
を
図
る
べ
き
で
は
な
い
か
。 

（
3
） 

文
化
庁
で
は
、
現
在
、
「
文
化
財
を
支
え
る
用
具
・
原
材
料
の
確
保
に
関
す
る
調
査
」
を
行
っ
て
お
り
、
本
年
度 

中
に
調
査
が
完
了
す
る
見
込
み
と
聞
い
て
い
る
が
、
何
を
調
査
対
象
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
規
模
で
調
査
し
た
の 



 

八 

か
。
ま
た
、
公
表
の
時
期
は
い
つ
か
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 
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